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■卒業者に占める就職者の割合
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（平成 30

33 名 18.9 ％

東北保健医療専門学校 平成23年3月23日 清水　逸
〒980-0013
仙台市青葉区花京院１－３－１

（電話） 022-745-0001

（別紙様式４）

令和元年9月20日※１
（前回公表年月日：平成30年10月12日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人
日本コンピュータ学園

昭和61年10月22日
理事長

持丸　寛一郎

〒980-0013
仙台市青葉区花京院１－３－１

（電話）

医療 医療専門課程 理学療法科
平成25年文部科学省

告示第2号

学科の目的
ケガや病気などで身体に障害のある方や将来的にそれらが予測される方に対し、基本的動作能力の回復や維持、障害の悪化の予防を目
的に、運動療法や物理療法などを用いて、自立した日常生活が送れるように支援するための専門職を養成します。

022-224-6501
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成　28　年　2　月　19　日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

45時間
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
2730時間 1560時間 1125時間

学期制度
■前期：４月１日～９月３０日
■後期：１０月１日～３月３１日 成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
評点は100点満点として60点以上を合格。
評価は優（100～80点）・良（79～70点）・可（69～60点）・
不可（59点以下）とする。

210人 174人 0人 8人 41人 49人

長期休み

■学年始：４月１日
■夏　 季：７月２２日～８月１８日
■冬　 季：１２月２３日～１月５日
■学年末：３月１６日～３月３１日

卒業・進級
条件

（1）年間の授業出席時間数が800単位時間以上であり、
　　３年間で2,400単位時間以上であること。
（2）全科目を履修し、全科目の評定が「可」（60点以上）以上
　　であること。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応

各種ボランティア
各種課外授業

学生一人ひとりの問題や課題を明らかにして、早期対応を
図っている。また個別学習の時間を設け、学生の理解度に応
じた、学習支援を行っている。 ■サークル活動： 無

総合病院、一般病院、介護老人保健施設　等 （平成30年度卒業者に関する令和元年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいず
れかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄

： 89.5
■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　0人

年度卒業者に関する

■就職者数　　　　　　　： 34

平成30年4月1日時点において、在学者175名（平成30年4月1日入学者を含む）
平成31年3月31日時点において、在学者142名（平成31年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

進路変更、学業不振、経済的理由等

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
http://www.tmc.ac.jp/

■就職率　　　　　　　　　： 89.5

平成31年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
就職専任スタッフを常駐させ、クラス担任と共に就職活動を支
援。就職能力検査・就職説明会・就職講演会・適職診断テス
ト・マナー実践講座・身だしなみ講座・エントリー指導・模擬面
接・就職斡旋・医療福祉関係機関就職合同説明会等を実施。
■卒業者数　　　　　　　： 38
■就職希望者数　　　　： 38

■主な就職先、業界等（平成３０年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

■中退防止・中退者支援のための取組

学生の抱えている問題を早期に把握するため、出席状況を毎日確認し、必要性のある学生から早々に個別面談を実施している。
また、学生サポート室を設置し、カウンセリング・健康相談・学習相談等、クラス担任と共にさまざまな学生支援を行っている。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　有　・　無
※有の場合、制度内容を記入
初年度学費より所定の金額を免除する５つの制度有り。
（1）特別奨学金制度　（2）試験特待生制度　(3)資格特待生制度　（4）親族入学優遇制度　（5）社会人推薦入学制度

■専門実践教育訓練給付：　　　　給付対象　・　非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　有　・　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

http://www.tmc.ac.jp/


（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

①

③

（年間の開催数及び開催時期）

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

（開催日時（実績））
　　第１回　平成30年10月30日　14：00～15：30
　　第２回　平成31年3月26日　15：00～16：30　（作業療法科と合同開催）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程
の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

　　本科の教育課程の編成は、理学療法について知見のある病院・施設、関係団体、学識経験者などが委員として参画す
る教育課程編成委員会を設置し、業界の人材の専門性に関する動向、地域産業振興の方向性、今後必要となる知識や、
技術などを分析し、教育課程の改善に関する意見を交換することで、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組
むことを目的とする。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

　本科では、次の課程を経て教育課程を編成、決定する。
1　本科教員による現状教育課程の成果結果から、授業科目開設または授業内容・方法の改善・工夫等について検討し、
開設・改善・工夫案を作成する。
2　「教育課程編成委員会」（年2回以上開催）において、上記1の開設・改善・工夫案について、専門的、実践的な見地から
検討し、意見交換を行う。
3　上記2の「教育課程編成委員会」の意見やアドバイスを踏まえ、開設・改善・工夫案を本科教員総意のもとに、決定する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

令和元年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

遠藤　　伸也 宮城県理学療法士会　監事
平成31年4月1日～
令和3年3月31日（２年）

望月　　謙一
有限会社在宅支援チームフォレスト
取締役代表代行

平成31年4月1日～
令和3年3月31日（２年）

清水　　  逸

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

　　開催数：年2回　　開催時期：毎年3月、10月（予定）

　　理学療法士養成施設指定規則の改定を受け、平成32年度の入学生から総単位数を現行の93単位以上から101単位以
上、最低履修時間が3,120時間となること、臨床実習については1単位を40時間以上の実習をもって構成することとし、実習
時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め45時間以内とすることなどを確認した。その後、カリキュラム変更素
案を提示し、「臨床現場で使える知識を学修できるよう科目名やシラバス内容を吟味することが望ましい」などの意見をいた
だいた。また、今後日本理学療法士協会で出される予定のコア・カリキュラムを参考にして、カリキュラム変更の最終案を作
成していくことを申し合わせた。

和地　　辰紀 東北保健医療専門学校　教務主任

東北保健医療専門学校　校長

佐藤　　美加 東北保健医療専門学校　教務課長

加藤　栄美子 東北保健医療専門学校　教員

上遠野　純子 東北保健医療専門学校　教務部長

小宮山　与一 東北保健医療専門学校　教員



　臨床実習は、実習施設(協力病院・施設)において、直接、対象者(患者・使用者）に向き合う非常に責任を持つ職業実践的
な教育である。学校の支援と教授、実習施設の支援と臨床実習指導者の指導の下に、学生は、基本的な評価・治療・記録
等の経験をすることになり、この過程の中で医療専門職として望ましい態度や行動を養うことになる。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

１．理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に則り、事前に実習施設として施設側から承諾をいただき、かつ県に届
出し承認が得られた施設に対し、「見学実習」「臨床実習Ⅰ」「臨床実習Ⅱ」という授業科目について、学校長から各施設長
宛てに受入依頼の公文書を送り、各施設長から受入承諾書をいただき、連携し実施している。
具体的には、「見学実習」では、早期からの見学実習を体験することにより、患者像や理学療法士像を知ることで、自己学
習意欲を高め、学内教育の重要性を認識する教育機会となると期待し、主目標を①医療専門職として相応しい適性と資質
を示すことができる、②患者様・利用者様と適切な信頼関係を築くことができる、③理学療法業務の一部を体験することが
できる、とし、臨床経験３年以上の理学療法士の指導の下、行っている。これらの実施の際には、事前に具体的な行動目標
や実施内容を示した見学実習の手引きを学校が作成し、学生及び臨床実習指導者に示し、それに基づいて実施し、その学
修成果については実習指導者からの評価報告書に基づき評定を行っている。
  「臨床実習Ⅰ」「臨床実習Ⅱ」では、①基本的理学療法を体験し実践できる、②保健・医療・福祉の各分野の職場における
理学療法士の役割と責任について理解し、その一員として自覚をもった行動がとれる、③臨床実習をとおして、自己の理学
療法士としての自覚を高めることができる、を主目標に、実習毎に具体的な行動目標を策定しており、さらにそれらについ
て、科目開始前の臨床実習指導者会議にて、学校が作成した臨床実習の手引きの確認を行っている。また、そこでは内容
についての意見交換がなされ、その会議の出席者については、各施設長に派遣依頼を行い、学校に派遣していただき連携
している。実習中は、学校、学生、実習指導者と連絡を取りながら、少なくとも実習期間中１回は教員が訪問し、実習指導者
及び学生と面談して学生並びに実習の状況を確認し、教員も指導を行うなどして連携している。学習成果については、実習
終了時に実習指導報告書を指導者に提出していただき、学生による学内セミナーを経て、その内容を勘案して学校が最終
評定を行っている。また、各施設から実習経費振込依頼書をいただき、それに基づき実習終了後に実習経費の支払を行っ
ている。

２．「脳血管障害理学療法治療学」「内部障害理学療法評価学」「内部障害理学療法治療学」「義肢装具学」では、学校長か
ら病院等に講師の派遣依頼を行い、専門性の高い技術について連携して演習を実施している。具体的には、上記科目担当
教員が事前に打ち合わせを行い、科目担当教員がその演習以前に知識・技術について講義を実施し、その後病院等から
派遣された講師が専門性の高い技術的な指導などを行う。演習終了時には、その評価を行い、その結果をもとに、期末に
科目担当教員が総合評価・単位認定を行う。

３．「運動学実習」では、学校長から企業に講師派遣依頼を行い、その企業の持つ最新の機器を使用した運動分析を行う実
習を実施している。具体的には、担当教員が事前に打ち合わせを行い、科目担当教員がその実習以前に基本的な内容に
ついて講義及び実習を実施し、その後企業から派遣された講師が応用編として最新の機器を使用し専門性の高い技術的
な指導などを行う。演習終了時には、その振り返りを行い、レポートの提出及びその内容をもとに科目担当教員が期末に総
合評価・単位認定を行う。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

臨床実習Ⅰ
理学療法の対象者に対して、初期評価に必要な情報収集
及び検査測定を行う

岩手病院、東北公済病院、
坂病院、中嶋病院、斎藤病院
など　計40施設

臨床実習Ⅱ
①対象者に対し、初期評価を行い、目標設定・治療計画
　 を立案する
②治療計画に基き、理学療法を実施し、再評価を行う

医療法人松田会、東北大学病院、
塩釜市立病院、斎藤病院、
栗原市立栗原中央病院、宮城病院
など　計69施設

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

見学実習
① 理学療法士に関連する業務全般の見学
② 患者・利用者との触れ合い・交流
③ 検査・測定等の診療補助の体験

東北大学病院、東北医科薬科大学病
院、東北公済病院、仙台西多賀病院、
医療法人松田会、斎藤病院
など　計36施設



研修名：「指導力向上のための教員研修　」（連携企業等：独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構）
前年度「民間教育訓練期間における職業訓練サービスガイドライン研修」の課程を修了した責任者が全教員を対象として、
ガイドラインに則り具体的な演習を取り入れながら、伝達研修を実施した。
期間：年3回  平成30年4月27日（金）、8月3日（金）、平成31年3月22日（金）
対象：全教員
内容：「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン（厚生労働省）」に基づいて、①職業訓練などの明確化②
職業訓練サービスの設計③職業訓練サービスの実施④職業訓練サービスのモニタリングについて、自己診断表を用いて、
当校の学校教育における実践的な内容を踏まえたグループワークを行い、教育の質の向上を目指した。

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

職能団体である公益社団法人日本理学療法士協会主催の学会及び研修会、その他学術団体主催の研修会への参加を計
画し、理学療法の実務、医療・保健業界の動向等について修得する。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

　学校は、教員に対する研修の必要性を把握し、専攻分野の実務に関する知識や技術及び授業や生徒に対する指導方法
を習得させ、教員の能力及び資質等の向上を図るものとする。　学校は、必要と認めるときは、他の機関や企業等と共同し
て、または外部の機関に委任して研修を行うことができるものとする。これらについては、「学校法人日本コンピュータ学園
教員研修規定」に定めており、この規定に基づいて研修を実施している。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名：「介護予防のための地域ケア個別会議多職種合同セミナー」（連携企業等：宮城県保健福祉部長寿社会政策課　）
期間：10月8日（月）
対象：医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等
内容：介護予防のための地域ケア個別会議のねらいと専門職の役割について学んだ。

②指導力の修得・向上のための研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：「第32回教育研究大会」（連携企業等：一般社団法人全国リハビリテーション学校協会）
期間：令和元年8月1日、29日、30日、令和2年3月19日
対象：全教員
内容：8/29、30に行われる教育研究大会にて演題発表をするにあたり、8/1に予演会を実施する。また、教育研究大会にて
実施される教育研修会に参加し、そこで得られた最新の教育評価や実践方法などについて、3/19に伝達研修を全教員に
対し実施する。

研修名：「指導力向上のための教員研修」(連携企業等：②③について・・・（株）ナガセ　東進ハイスクール）
期間：年3回　➀4月25日　②8月1日　③令和2年3月19日
対象：全職員
内容：➀アドミッションポリシーなどのグループワーク　②・③最近の学生の初等教育指導要領のあり様から、入学前・入学
後の国家試験を取得するための学習支援のあり様を考える。

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

　　当学園は、企業・業界団体等と連携し、学校自己評価結果を学校関係者評価委員会にて評価頂くことで、関係者と
　　組織的・継続的な教育活動等の改善に関わる意見を交換することを目的とし学校関係者評価委員会を設置している。
　　なお、評価にあたっては教員の自己評価、学生アンケートなども踏まえ、学校自己評価を行っている。



種別

卒業生

企業等委員

企業等委員

卒業生

　　令和元年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

菊田　正信 学校法人コンピュータ学園
平成31年4月1日～
令和3年3月31日

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 基準1:教育理念・目的
（２）学校運営 基準2:学校運営

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（６）教育環境 基準6:教育環境
（７）学生の受入れ募集 基準7:学生の受入れ・募集
（８）財務 基準8:財務

（３）教育活動 基準3:教育活動
（４）学修成果 基準4:学修成果
（５）学生支援 基準5:学生支援

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

　学校関係者からの期待・要望事項を踏まえ、学生の学習環境の改善や学生個々へのきめ細かい対応を実践している。加
えて、専門領域に特化した教育ばかりでなく、社会人基礎力を培う様々な取り組みを企画運営し、評価を頂いている。今後
は、学生の進路・就職に関する支援体制作りと卒後教育に対する取組を引き続き検討していく。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

（９）法令等の遵守 基準9:法令の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 基準10:社会貢献
（１１）国際交流

渡邉　好孝
医療法人社団光友会　介護老人保健施設
アルパイン川崎　地域包括ケア推進部　部長

平成31年4月1日～
令和3年3月31日

渡部　達也 株式会社わざケア　代表取締役
平成31年4月1日～
令和3年3月31日

三浦　陽平
独立行政法人国立病院機構
仙台医療センター　作業療法士

平成31年4月1日～
令和3年3月31日

  URL： http://www.tmc.ac.jp/

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

当学園は、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、公正かつ透明性の高い運営を実現し、教育の
質の向上および学校運営の改善を図ることを目的に、学校評価結果（自己評価、学校関係者評価）および財務状況を公開
している。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目
（１）学校の概要、目標及び計画 学校概要

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

公表時期：令和元年10月18日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係

（５）様々な教育活動・教育環境 教育環境・教育活動
（６）学生の生活支援 学生生活・就職支援
（７）学生納付金・修学支援 学生納付金・修学支援

（２）各学科等の教育 各学科等の教育内容
（３）教職員 教職員
（４）キャリア教育・実践的職業教育 学習支援

（１１）その他 職業実践専門課程の基本情報とその取り組み状況
※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

URL: http://www.tmc.ac.jp/

（８）学校の財務 財務情報
（９）学校評価 学校自己評価・学校関係者評価
（１０）国際連携の状況

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
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○ 心理学
日常生活でのさまざまな心の動きについて、科学的・学
問的に理解を深める。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○

○ 倫理学
「人間とは何か？」「生とは？」「死とは？」といった
問いを軸に、人間の尊厳性を再考するとともに自身の人
生観をも問い直す。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○

○ 教育学

教育学と教育社会学の知見を通じて、人間にとっての教
育の意義を考えます。さらに、私たちが暮らす地域社会
において、教育が果たす役割を検討します。それによっ
て、私たちは誰もが学習者であり、教育者であることを
明らかにします。

1
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○ 社会福祉学
科学的・理論的思考力を育て、人間性を磨き、自由で主
体的な判断と行動を培うことを目指し生命倫理・人の尊
厳を幅広く理解できるようになること。

1
年
・
前

30 2 ○ △ ○ ○

○ 情報処理学

・パソコンを利用し、日常業務の問題解決の手法を取得
する。
・パソコンの基本的な操作を通じ情報リテラシーの能力
を高める。

1
年
・
後

30 2 △ ○ ○ ○

○ 工学
力学の基礎を通じて科学的・論理的思考力を身につけ、
理論から実際の実際の物作りへの応用力を養うことを目
標とする。

1
年
・
通

30 2 ○ △ ○ ○

○ 英語
医学英語を良く理解し、医学英語に慣れ親しむことを目
標とする。医学英語の独特な文法やその使い方を学習す
る。

1
年
・
通

30 2 ○ △ ○ ○

○ 医学英語
臨床現場で使用される医療に関する英語（英単語）略語
を理解して、カルテ等の資料を読み取ることができ、対
象者の情報を記すことができる。

1
年
・
後

30 2 ○ △ ○ ○

○ 保健体育Ⅰ

個人および社会生活に対する健康・運動・安全の知識を
深め、運動の合理的な実践や健康維持増進のための能力
や資質を高めることで、自分自身の健康管理のみならず
医療関係者として、協力・支援ができる力を育むことを
目的とする。

1
年
・
前

30 1 ○ △ ○ △ ○

○ 保健体育Ⅱ

個人および社会生活に対する健康・運動・安全の知識を
深め、運動の合理的な実践や健康維持増進のための能力
や資質を高めることで、自分自身の健康管理のみならず
医療関係者として、協力・支援ができる力を育むことを
目的とする。

1
年
・
後

30 1 ○ △ ○ △ ○

○ 解剖学Ⅰ

すべての臨床科目の基礎になる解剖学のなかで内臓系と
運動器系（骨、関節、筋）についての基本的な解剖学的
構造、名称、機能について理解すること（なお筋学各論
の一部は後期の体表解剖実習時間内に行う）

1
年
・
前

30 2 ○ △ ○ ○

○ 解剖学Ⅱ
人体における細胞・組織・器官（脈管・神経・感覚器）
の構造と機能について理解できる。

1
年
・
後

30 2 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（医療専門課程 理学療法科）令和元年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○
体表解剖学実
習

解剖学の講義内容をふまえて、模型を用いたスケッチ等
によって、人体の構造の詳細を立体的に理解する

1
年
・
前

45 1 ○ △ ○ ○

○ 生理学 身体の生理学的事象を理解する。

1
年
・
通

60 4 ○ ○ ○

○ 生理学実習
1年生での生理学の講義の内容をふまえて、実際に実習で
生体反応等をみることによって、生理学的な理解を深め
ることを目標とする

2
年
・
通

45 1 〇 ○ ○ ○

○ 運動学
運動や障害を評価するために必要な捉え方・考え方の基
礎となる運動学的知識を習得する．

1
年
・
通

60 4 ○ ○ ○

○ 運動学実習

運動学で修得した知識をもとに、体表からの視診・触診
を通じて、正常な関節構成体の構造と機能を確認し、さ
まざまな身体運動・動作を運動学的に分析することがで
きる。

2
年
・
通

45 1 △ ○ ○ ○ ○ 〇

○ 人間発達学

胎生期から老年期まで各ライフステージにて生涯どのよ
うな成熟をしていくのか発達過程を理解し、その中で影
響要因と個別性があることを知る。患者ひとり一人の背
景や特性を理解した治療を行えるための基本的な発達段
階とその特性を理解する。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○

○ 一般臨床医学

各疾患やその病態生理に関心を持ち、診断・治療の最低
限の知識を想起できる。また、知識のみならず倫理観を
持ち、病態に偏らない全人的な医療を行う姿勢を持ち、
自らの健康管理に努め、模範となる。

1
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○ 内科学

近年の超高齢社会において、リハビリテーション医療に
おける対象疾患も高齢者の抱える内科疾患を理解し、診
療に当たらねばならない。そのため、各疾患像を正しく
理解し、臨床診療における対象者からの訴えに傾聴で
き、医師と連携がスムーズに行えるような専門職となる
ことを目標とする。

2
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○ 整形外科学
1.運動器の知識が理解できる。
2.運動器疾患におけるADL障害を理解できる。
3.最新の手術法や治療法について理解できる。

2
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○ 神経内科学

リハビリテーション医療において主な対象者である中枢神経疾
患をはじめとする。
神経疾患の症候とその治療を理解し、適切なリハビリテーショ
ン医療を提供できるようになる。

2
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○ 小児科学

小児腫瘍性疾患や極出生体重の事例など心肺機能未熟な状
態のケースへの関わりも増え、よりハイリスクな事例も増えてき
ている。小児疾患の事例に関わる際には、常に発達ということ
を意識して臨まねばならず、家族への支援も視野にいれた小
児疾患の特徴を理解する。

2
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○ 精神医学

精神医学の学習を通じて、人の心身の健康状態のあり方を認
識でき、また精神疾患の症状に対する治療について正しく理解
して、理学療法士としてリハビリテーションを行う際に系統だて
て理解する。

2
年
・
前

30 2 ○ ○ ○

○ 臨床心理学
臨床心理学的なな視点を体験する。
患者さんと関わる際に活用できる臨床心理学的視点を学ぶ。
ワークによって，自己理解，他者理解を深める。

1
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○
リハビリテー
ション医学

総論として疾病治療とリハビリテーション医療の特性、診断と
機能評価の関係、特殊な問題として廃用症候群、排尿障害、
褥瘡、摂食・嚥下障害を扱う。各論ではリハビリテーション医療
の対象疾患について、国際生活機能分類ＩＣＦの生活機能とそ
の障害の側面から学修する。

2
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○
リハビリテー
ション概論

リハビリテーションに関連する基本的な事項や職域、環境を理
解し具体的な関わりが理解できる。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○



○ 公衆衛生学

社会及び環境がどのように健康と関連するか。生活習慣と疾
患に関する最新の疫学的知見、各ライフステージにおける公
衆衛生活動など理学療法士として、疾病予防・健康増進の重
要性を系統的に学修する。

1
年
・
通

30 2 ○ ○ ○

○ 理学療法概論
理学療法士を目指す学生として、将来の理学療法士像をイ
メージできるようになるとともに、この３年間を具体的にどのよう
に過ごす必要があるのかをイメージできるようになる。

1
年
・
前

30 2 ○ △ ○ ○

○
基礎理学療法
学

・理学療法評価・治療を行うために必要な基礎科学(解剖学/生
理学/運動学)や病態について理解すること。
・病態や機能障害について、学問的理屈を臨床場面で確認す
る

1
年
・
後

30 2 ○ △ ○ ○

○
基礎理学療法
学実習Ⅰ

見学実習において理学療法士の仕事を知り得るための基礎的
な知識や社会的なルール・マナーを理解し習得する。
理学療法の基礎となる解剖学・生理学・運動学分野の総合的
理解を深めることで，2年次以降の疾患特性，評価手技，治療
法などの各論的な学習に繋げる．

1
年
・
通

45 1 ○ △ ○ ○

○
基礎理学療法
学実習Ⅱ

理学療法士で実施される評価(検査・測定)の方法を習得する。
各疾患の理学療法ガイドラインに基づいて、各評価についての
知識を深める。

2
年
・
通

45 1 ○ △ ○ ○

○ 研究法 研究に必要な用語や知識を理解し、研究思考を身につける

3
年
・
後

30 2 ○ △ ○ ○

○
理学療法評価
学総論

理学療法評価の定義や目的を理解し、評価項目それぞれの内
容について概要を学習する。

1
年
・
通

30 2 △ ○ 　 ○ ○

○
骨格関節筋系
測定法

骨格関節筋系の代表的な測定法である、関節可動域測定及
び徒手筋力検査法を習得する。

1
年
・
後

45 1 △ △ ○ ○ ○

○
骨関節障害理
学療法評価学

骨関節疾患の病態及び運動器障害の概要を知り、それらの理
学療法評価について学ぶ。

2
年
・
通

30 2 ○ △ 　 ○ ○ ○

○
神経筋障害理
学療法評価学

神経筋疾患の病態と理学療法との関わりを理解し、適切な評
価を習得する。

2
年
・
通

30 2 ○ △ △ ○ ○

○
脳血管障害理
学療法評価学

脳血管疾患などの中枢神経系疾患の病態及び脳血管障害の
概要を知り、それらの理学療法評価について学ぶ。

2
年
・
通

45 3 ○ △ ○ ○

○
内部障害理学
療法評価学

呼吸、循環及び代謝の生理学を復習し、病態に応じた診断・評
価・治療の流れについて学ぶ。また悪性新生物を含む終末期
医療の特性について学ぶ。

2
年
・
通

45 3 ○ △ ○ ○

○ 運動療法 運動療法技術全般に関する基礎的知識と技術を学ぶ

2
年
・
通

60 4 ○ △ ○ ○

○ 物理療法 各種物理療法の特徴及び生理学的効果等を学習する。

2
年
・
通

45 3 ○ △ ○ ○

○ 義肢装具学
理学療法における義肢装具の必要性を理解する。義肢装具の
構造を理解しながら対象疾患や障害に適した義肢装具を選択
出来る様になる。必要な身体機能について再確認できる。

2
年
・
通

45 3 ○ △ ○ ○ ○



○
日常生活活動
技術論

日常生活活動（以下，ＡＤＬ）の概念形成の関係を理解し，ＡＤＬ
評価・補装具・基本動作・身辺動作・住環境整備等の知識を習
得し，ＡＤＬ練習，指導の考え方を学習する。

1
年
・
後

30 2 ○ △ △ ○ ○

○
骨関節障害理
学療法治療学

運動器障害に対する基本的な手技について、その理論と実際
の方法について学ぶ。また、骨関節疾患の代表的な理学療法
について学ぶ。

2
年
・
通

45 3 ○ △ ○ ○

○
神経筋障害理
学療法治療学

神経筋疾患の病態と理学療法との関わりを理解し、治療計画
を立てることができるように学習する。

2
年
・
通

30 2 ○ △ ○ ○

○
脳血管障害理
学療法治療学

脳血管障害に対する基本的な手技について、その理論と実際
の方法について学ぶ。また、脳血管疾患の代表的な理学療法
について学ぶ。

2
年
・
通

45 3 ○ △ ○ ○ ○

○
内部障害理学
療法治療学

循環器疾患及び代謝疾患、悪性新生物を含む終末期医療の
特性に応じた理学療法やリスク管理について学ぶ。

2
年
・
通

60 4 ○ △ ○ ○ ○

○
運動発達障害
理学療法治療
学

正常運動発達を学び、小児の理学療法、（評価・治療）の考え
方を学ぶ。

2
年
・
後

30 2 ○ △ ○ ○ ○

○
地域理学療法
学

地域と理学療法の関係を理解し、医療機関での理学療法
と地域での理学療法の違いを学習する。

3
年
・
通

30 2 ○ △ ○ ○ ○

○
住環境整備・
福祉用具活用
論

対象者の生活を豊かにし、自立生活に用いる福祉用具に
ついて、その種類と機能、特性、選定、適合を学び理解
する。医療・福祉制度を加味した住環境整備、実践例を
把握する。

3
年
・
通

30 2 ○ △ ○ ○ ○ ○

○
地域生活支援
法

医療・福祉の法制度を理解し、対象者に適した選択がで
きるよう、生活の場を把握し対象者に応じて評価するこ
とを学習する。

3
年
・
通

30 2 ○ △ ○ ○

○ 見学実習
理学療法士が働く施設の概要や理学療法士の役割を知
り、理学療法士の対象者への関わりについて理解を深め
る。

1
年
・
通

45 1 ○ ○ ○ ○

○ 臨床実習Ⅰ

理学療法の対象者に対して、初期評価に必要な情報収集
及び検査測定を実施する。また、職場における理学療法
士の役割と責任について理解し、その一員としての自覚
をもった行動の重要性を学ぶ。

2
年
・
後

135 3 ○ ○ ○ ○

○ 臨床実習Ⅱ

理学療法の対象者に対して、理学療法評価、理学療法治
療計画の立案、及び基本的理学療法の実践を経験する。
また、これらの実践にあたっては、実習指導者に報告・
連絡・相談を適宜行い、臨床での問題解決能力を培う。

3
年
・
通

720 16 ○ ○ ○ ○

　　５４　科目合計 ２，７３０単位時間(  １２８単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

(１)年間の授業出席単位時間数（履修単位時間数）が８００単位時間以上で
　　あり、３年間で２，４００単位時間以上履修していること。
(２)全科目を履修し、全科目の評定が「可」(６０点)以上であること。

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 ２０週

（留意事項）




